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一
、
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
二
〇
一
二
年
に
導
入
さ
れ

た
投
資
・
貯
蓄
口
座
（Investeringssparkonto: 

以
下

Ｉ
Ｓ
Ｋ
と
略
記
）
を
と
り
あ
げ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｋ
は
、
株
式
を

中
心
と
す
る
金
融
資
産
等
の
保
有
者
（
投
資
家
）
と
投
資

会
社
（
銀
行
、
証
券
会
社
等
）
と
の
契
約
に
基
づ
き
開
設

さ
れ
る
。
同
国
で
は
、
日
本
な
ど
と
同
様
に
既
に
有
価
証

券
を
扱
う
証
券
口
座
が
普
及
し
て
い
る
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
は
、

金
融
資
産
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
課
税
を
簡
素
化
す
る
た

め
に
新
た
に
導
入
さ
れ
た
口
座
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来

の
証
券
口
座
と
は
異
な
る
「
よ
り
簡
素
な
課
税
方
式
」
を

適
用
す
る
口
座
を
導
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
一
の
金
融
商
品
に
対
し
て
口
座
に
よ
っ
て
異
な
っ

た
税
制
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の

開
設
は
投
資
家
の
任
意
で
あ
り
、
か
つ
、
日
本
の
Ｎ
Ｉ
Ｓ

Ａ
の
よ
う
な
少
額
貯
蓄
限
定
型
で
は
な
い
。

　

Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
設
定
者
は
二
〇
一
七
年
時
点
で
二
一
六
万
人

で
あ
る
。
こ
の
年
の
総
人
口
が
約
一
〇
〇
〇
万
人
で
あ
る

の
で
、
口
座
所
有
者
は
全
人
口
の
二
一
・
六
％
に
及
ぶ
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
つ
い
て
あ
ま
り
紹
介
さ
れ

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
投
資
・
貯
蓄
口
座

―
金
融
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
制
の
改
革
―

馬　

場　

義　

久
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て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
同
口
座
の
導
入
の
背

景
・
仕
組
み
と
そ
の
実
際
に
つ
い
て
概
略
を
紹
介
し
、
最

後
に
、
租
税
論
の
観
点
か
ら
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ

る
。二

、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
導
入
の
背
景

　

Ｉ
Ｓ
Ｋ
導
入
以
前
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
金
融
資

産
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
課
税
は
、
基
本
的
に
、
金
融
資

産
の
売
却
収
入
か
ら
取
得
・
購
入
費
用
（
以
下
、
取
得
費

用
と
記
す
）
を
差
し
引
い
た
実
現
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
に

課
税
す
る
実
現
主
義
方
式
で
あ
る
。
こ
の
方
式
に
は
、
以

下
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

第
一
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ッ
ク
イ
ン
効
果
が
生
じ
か
ね
な

い
点
で
あ
る
。
実
現
主
義
の
も
と
で
は
、
金
融
資
産
を
売

却
す
る
と
課
税
さ
れ
る
の
で
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
が
発

生
し
て
い
る
金
融
資
産
の
売
却
を
引
き
延
ば
す
行
為
を
誘

発
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
の
条
件
が
等
し
け
れ

ば
、
売
却
延
期
に
よ
り
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
×
利
子
率
分

だ
け
節
税
で
き
る
。
発
生
ゲ
イ
ン
の
課
税
が
遅
れ
、
か
つ

株
式
市
場
等
で
の
売
却
が
停
滞
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
金
融
資
産
、
特
に
株
式
の
取
得
費
用
の
把
握

と
記
録
保
持
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
取
得
費
用
の
算
出
は
遺
贈
の
ケ
ー
ス

の
よ
う
に
取
得
費
用
自
体
の
把
握
が
困
難
な
場
合⑴

を
除
け

ば
、
平
均
費
用
法
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
以
下
、
平
均
費
用
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い

て
、
株
式
分
割
の
ケ
ー
ス
を
取
り
あ
げ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

国
税
庁
（
以
下
、
Ｓ
Ｋ
Ｖ
と
記
す
）
の
例
示⑵

を
、
筆
者
な

り
に
要
約
・
修
正
し
て
紹
介
す
る
。
な
お
、
簡
単
化
の
た

め
取
引
に
伴
う
手
数
料
は
捨
象
す
る
。

⒜　

取
得

　

投
資
家
Ｊ
は
一
九
九
八
年
に
Ｍ
社
の
株
を
二
〇
〇
株
、
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株
価
四
千
円
で
取
得
し
た
。
よ
っ
て
、

　

総
取
得
費
用
（
以
下
総
費
用
と
略
称
）
＝
二
〇
〇
株
×

四
千
円
＝
八
〇
万
円

　

平
均
取
得
費
用
（
以
下
平
均
費
用
と
略
称
）
＝
八
〇
万

円
÷
二
〇
〇
株
＝
四
千
円

　

平
均
費
用
は
一
株
当
り
総
費
用
の
こ
と
で
あ
る
。

⒝　

売
却

　

投
資
家
Ｊ
は
一
九
九
八
年
の
後
半
に
上
記
の
株
の
う

ち
、
五
〇
株
を
売
却
し
一
五
〇
株
を
保
有
し
続
け
た
。

よ
っ
て
保
有
株
に
つ
い
て
、

　

総
費
用
＝
八
〇
万
円
－
二
〇
万
円
（
＝
五
〇
株
×
平
均

費
用
四
千
円
）
＝
六
〇
万
円
に
減
少
、
し
か
し
、
平
均
費

用
＝
六
〇
万
円
÷
一
五
〇
株
＝
四
千
円
の
ま
ま
不
変
で
あ

る
。

⒞　

株
式
分
割
①

　

一
九
九
九
年
に
投
資
家
Ｊ
は
四
対
一
の
株
式
分
割
に
直

面
。
よ
っ
て
彼
の
保
有
株
数
は
六
〇
〇
株
（
＝
四
×
一
五

〇
株
）
と
な
る
。

　

総
費
用
は
六
〇
万
円
の
ま
ま
不
変
で
あ
る
が
、
平
均
費

用
は
千
円
（
＝
六
〇
万
円
÷
六
〇
〇
株
）
に
低
下
す
る
。

保
有
株
数
が
四
倍
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

⒟　

株
式
分
割
②

　

二
〇
〇
〇
年
に
別
の
二
対
一
の
株
式
分
割
が
な
さ
れ

た
。
よ
っ
て
投
資
家
Ｊ
の
総
費
用
は
六
〇
万
円
で
不
変
で

あ
る
が
、

　

平
均
費
用
＝
六
〇
万
円
÷
一
二
〇
〇
株
＝
五
〇
〇
円
に

半
減
し
た
。

⒠　

売
却
、
二
〇
一
九
年
に
申
告

　

投
資
家
Ｊ
は
上
記
の
株
の
う
ち
三
〇
〇
株
を
二
〇
一
八
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年
四
月
に
株
価
一
八
〇
〇
円
で
売
却
。

　

売
却
収
入
＝
三
〇
〇
株
×
一
八
〇
〇
円
＝
五
四
万
円

　

売
却
数
と
売
却
収
入
は
支
払
い
調
書
な
ど
（
電
子
媒
体

も
含
む
）
に
記
録
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
売
却
株
の
取
得
費
用
＝
三
〇
〇
株
×
五
〇
〇

円
（
平
均
費
用
）
＝
一
五
万
円
は
、
投
資
家
Ｊ
が
算
出
し

申
告
書
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

よ
っ
て
、
Ｊ
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
＝
五
四
万
円

－

一

五
万
円
＝
三
九
万
円
。

　

こ
れ
に
三
〇
％
の
税
率
が
課
さ
れ
る
。

⒡　

ま
と
め
と
実
際　

　

企
業
の
財
務
政
策
に
よ
り
投
資
家
の
保
有
株
の
平
均
費

用
が
た
び
た
び
変
化
す
る
こ
と
、
投
資
家
が
当
該
企
業
の

保
有
株
を
全
額
一
挙
に
売
却
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、

こ
れ
ら
の
点
は
平
均
費
用
の
正
確
な
捕
捉
を
必
要
不
可
欠

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
投
資
家
は
保
有
期
間
に
わ
た
っ

て
、
当
該
株
式
の
分
割
等
に
よ
る
平
均
費
用
の
変
化
を
正

確
に
記
録
し
、
且
つ
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
投
資

家
が
多
く
の
異
な
る
企
業
の
株
式
を
保
有
す
る
場
合
な

ど
、
そ
の
記
録
・
保
持
は
決
し
て
容
易
で
な
い
。

　

実
際
Ｓ
Ｋ
Ｖ
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
株
式
を
売
却
し
た
投

資
家
の
う
ち
申
告
に
誤
り
が
あ
っ
た
人
の
割
合
は
、
二
〇

〇
六
年
に
五
八
％
、
〇
七
年
に
五
三
％
、
〇
八
年
に
六

一
％
で
あ
り
、
し
か
も
、
誤
り
の
大
部
分
は
取
得
費
用
に

関
す
る
も
の
で
あ
っ
た⑶

。

三
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
仕
組
み

　

こ
こ
で
は
、Finansdepartm

entet

［2010

］
のch.2

とch.3

に
依
拠
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
仕
組
み
の
基
本
に
つ
い

て
述
べ
る
。
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⒜　

課
税
方
式
の
基
本

　

Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
保
有
さ
れ
る
金
融
資
産
の
課
税
に
つ
い
て

は
、
従
来
の
実
現
方
式
を
適
用
せ
ず
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
保
有

金
融
資
産
を
ベ
ー
ス
に
し
た
課
税
金
融
資
産
（K

apital 

U
nderlaget

＝
Ｋ
Ｉ
。
以
下
Ｋ
Ｉ
と
記
す
）
に
み
な
し

収
益
率
（
ｒｎ

）
を
乗
じ
、
み
な
し
所
得
（
み
な
し
ゲ
イ
ン

の
こ
と
）
を
算
出
す
る
。
す
な
わ
ち
、

　

み
な
し
所
得
＝
Ｋ
Ｉ
×
ｒｎ

と
な
る
。
こ
れ
が
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
課
税
ベ
ー
ス
で
あ
り
、
他

の
資
産
所
得
と
同
様
に
三
〇
％
の
均
一
税
率
が
課
さ
れ

る
。
み
な
し
所
得
は
投
資
会
社
（
銀
行
・
証
券
会
社
等
）

が
投
資
家
と
国
税
庁
に
送
付
す
る
支
払
い
調
書
に
明
記
さ

れ
て
お
り
、
か
つ
、
投
資
家
の
納
税
申
告
書
に
も
あ
ら
か

じ
め
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
る
。

　

み
な
し
課
税
方
式
で
あ
る
の
で
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
あ
る
資
産

に
つ
い
て
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
・
ロ
ス
に
対
し
て
課
税

さ
れ
な
い
。
よ
っ
て
金
融
資
産
の
平
均
費
用
の
算
出
と
保

管
も
不
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
資
産
の
配
当
・
利
子
等

に
も
課
税
さ
れ
な
い
。

⒝　

口
座
の
設
定
・
保
有

　

Ｉ
Ｓ
Ｋ
は
投
資
会
社
に
よ
っ
て
個
人
に
開
設
さ
れ
る
。

法
人
の
口
座
開
設
は
不
可
で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
開
設
・
保

有
は
義
務
で
は
な
く
投
資
家
の
自
由
意
志
に
任
さ
れ
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
を
開
設
し
て
も
投
資
家
は
、
従
来
の
実
現

方
式
に
よ
る
課
税
扱
い
を
受
け
る
銀
行
口
座
や
証
券
口
座

で
金
融
資
産
を
保
有
で
き
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
従
来
の
金
融
資
産
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ

ン
課
税
の
実
現
方
式
は
存
続
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
現

方
式
と
い
う
従
来
課
税
と
み
な
し
課
税
方
式
と
が
併
存
す

る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
個
人
は
Ｉ
Ｓ
Ｋ
を
複
数
設
定
で

き
る
。
投
資
会
社
一
社
に
つ
き
一
口
座
し
か
設
定
で
き
な

い
が
、
他
の
投
資
会
社
と
も
Ｉ
Ｓ
Ｋ
を
設
定
で
き
る
。



64―　　―

証券レビュー　第59巻第８号

⒞　

Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
保
有
で
き
る
資
産
と
Ｋ
Ｉ
の
構
成

　

市
場
等
で
取
引
さ
れ
て
い
る
株
式
・
債
券
・
投
資
信
託

等
金
融
商
品
と
現
金
を
保
有
で
き
る
。
た
だ
、
株
式
の
う

ち
、
非
上
場
株
や
優
先
株
は
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
保
有
を
禁
止
さ

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
金
融
資
産
の
う
ち
、
課
税
資
産
Ｋ
Ｉ
と
な
る
の

は
次
の
四
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
市
場
等
で
取
得
し
た
金
融
資
産
、
お
よ
び
現

金
の
う
ち
、
四
半
期
の
い
ず
れ
か
に
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
流
入
し
た

資
産
。
現
金
を
課
税
資
産
で
あ
る
Ｋ
Ｉ
に
含
め
る
の
は
、

保
有
金
融
資
産
の
現
金
化
に
よ
る
租
税
回
避
を
防
ぐ
た
め

で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｋ
Ｉ
を
増
や
す
現
金
は
、
あ
る
投
資

家
が
保
有
す
る
全
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
と
っ
て
新
規
の
現
金
だ
け
で

あ
る
。
別
の
Ｉ
Ｓ
Ｋ
か
ら
移
転
さ
れ
た
現
金
は
Ｋ
Ｉ
を
増

や
さ
な
い
。

　

第
二
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
へ
の
支
払
い
の
一
部
。
た
と
え
ば
、

投
資
家
と
投
資
会
社
の
間
で
契
約
し
た
通
貨
の
為
替
増
加

分
な
ど
。
た
だ
し
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
保
有
さ
れ
て
い
る
金
融
資

産
の
配
当
・
利
子
等
の
支
払
い
は
Ｋ
Ｉ
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

な
い
。
配
当
・
利
子
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｓ
Ｋ
以
外
の
従
来
口

座
（
銀
行
口
座
・
証
券
口
座
）
の
資
産
の
み
が
課
税
さ
れ

る
。

　

第
三
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
以
外
の
従
来
口
座
か
ら
の
株
式
な
ど

の
金
融
資
産
の
移
転
。
た
だ
し
、
こ
の
資
産
移
転
は
、
従

来
課
税
の
「
売
却
」
扱
い
と
な
り
、
通
常
の
実
現
キ
ャ
ピ

タ
ル
ゲ
イ
ン
が
課
税
さ
れ
る
。

　

第
四
に
、
投
資
家
の
別
の
Ｉ
Ｓ
Ｋ
か
ら
の
金
融
資
産
移

転
。

⒟　

課
税
金
融
資
産
（
Ｋ
Ｉ
）
の
評
価
方
式

　

Ｋ
Ｉ
の
評
価
方
式
の
基
本
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
重
要

な
の
は
、
⒞
で
説
明
し
た
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
保
有
さ
れ
て
い
る
金

融
資
産
や
現
金
の
残
高
（
ス
ト
ッ
ク
）
を
年
間
の
四
半
期

ご
と
に
評
価
し
、
そ
の
評
価
額
合
計
を
四
で
割
っ
た
値
を
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Ｋ
Ｉ
と
す
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｋ
Ｉ
は
、
評
価
時
点

を
四
つ
設
定
し
た
四
半
期
平
均
の
金
融
資
産
と
現
金
の
保

有
残
高
で
あ
る
。
Ｋ
Ｉ
を
四
半
期
平
均
と
す
る
の
は
、
た

と
え
ば
、
第
一
四
半
期
の
資
産
残
高
の
み
を
年
間
の
課
税

資
産
と
す
る
と
、
年
間
を
通
し
て
の
資
産
増
加
が
評
価
さ

れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
他
の
四
半
期
へ
の
資
産
移
転
に

よ
る
租
税
回
避
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
下
、
⒞
の
第
一
の
ケ
ー
ス
の
み
を
考
え
、
し
か
も
現

金
を
捨
象
す
る
。
さ
ら
に
投
資
家
Ｚ
が
株
式
の
み
を
Ｉ
Ｓ

Ｋ
口
座
扱
い
と
す
る
単
純
な
例
を
想
定
し
よ
う
。
投
資
家

Ｚ
が
第
一
四
半
期
に
四
〇
〇
万
円
分
の
株
を
購
入
し
、
そ

れ
が
、
第
二
四
半
期
に
六
〇
〇
万
円
、
第
三
四
半
期
に
一

〇
〇
〇
万
円　

第
四
四
半
期
に
一
〇
〇
〇
万
円
に
な
っ
た

と
す
る
。
こ
の
場
合
、
四
半
期
合
計
の
株
式
残
高
合
計
は

三
〇
〇
〇
万
円
と
な
る
の
で
、

　

Ｋ
Ｉ
＝
三
〇
〇
〇
万
円
×
一
／
四
＝
七
五
〇
万
円
、
と

な
る
。

⒠　

税
額
の
算
出

　

⒜
で
述
べ
た
よ
う
に
、
税
額
＝
〇
・
三
×
み
な
し
所
得

＝
〇
・
三
×
Ｋ
Ｉ
×
ｒｎ

で
あ
る
。
ｒｎ

＝
政
府
の
国
債
利
回
り
＋
一
％
で
あ
り
、
し

か
も
、
原
則
一
・
二
五
％
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
債
利
回
り
は
五
年
以
上
の
未
償
還
期
間
を
残
す
国
債
の

平
均
利
回
り
で
あ
る
。
一
％
は
安
全
資
産
収
益
率
（
＝
国

債
利
回
り
）
を
上
回
る
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
分
で
あ
る
。

な
お
、
二
〇
一
七
年
の
所
得
ま
で
は
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム

は
〇
・
七
五
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
八
年
分
の
所
得

（
二
〇
一
九
年
申
告
）
よ
り
一
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

⒡　

み
な
し
課
税
の
メ
リ
ッ
ト

　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
財
務
省
に
よ
れ
ば⑷

、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
み
な
し

課
税
方
式
は
、
従
来
口
座
の
課
税
方
式
に
比
べ
て
以
下
の

メ
リ
ッ
ト
を
持
つ
。
ま
ず
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
資
産
は
そ
の
売
却

に
つ
い
て
申
告
が
不
要
で
あ
り
、
取
得
費
用
（
平
均
費
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用
）
の
把
握
も
不
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
税
を
と
ら
れ
る
こ

と
な
く
売
却
で
き
る
。
こ
の
二
点
か
ら
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
資
産
の

売
却
が
従
来
口
座
に
あ
る
資
産
の
売
却
を
上
回
り
、
株
式

の
貯
蓄
と
金
融
市
場
の
競
争
を
促
進
す
る
。
こ
の
点
は
起

業
に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス
と
な
る
。

　

さ
ら
に
平
均
費
用
方
式
に
依
存
し
な
い
の
で
、
国
に

と
っ
て
従
来
口
座
よ
り
申
告
の
誤
り
に
よ
る
税
収
ロ
ス
を

少
な
く
で
き
、
し
か
も
売
却
延
期

－

納
税
延
期
に
よ
る
投

資
家
の
利
益
を
減
ら
す
の
で
、
税
収
獲
得
の
遅
延
を
減
ら

せ
る
。四

、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
実
際

　

こ
こ
で
は
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
実
際
面
の
概
略
を
紹
介
す
る
。

⑴
表
１
は
Ｉ
Ｓ
Ｋ
が
導
入
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
（
所
得

年
、
二
〇
一
三
年
申
告
）
か
ら
一
七
年
ま
で
の
基
礎
指
標

の
推
移
を
示
す
。
ま
ず
設
定
者
数
の
増
加
が
著
し
い
。
一

表１　ISKの基礎指標（人、％、10億クローナ）

年 設定者数 みなし収益率 KI みなし所得税収
2012 210,895 1.65 43 0.7
2013 453,911 1.49 136 2
2014 788,201 2.09 262 5.5
2015 1,528,939 0.9 439 4
2016 1,853,227 1.49 513 7.6
2017 2,163,762 1.25 708 8.9

〔出所〕　www. skv. se.“investeringssparkonto, beskattningår 2012-2017” より。
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二
年
の
二
一
万
人
か
ら
一
七
年
の
二
一
六
万
人
と
約
一
〇

倍
に
な
っ
た
。
課
税
資
産
Ｋ
Ｉ
は
さ
ら
に
激
増
し
た
。
一

七
年
の
Ｋ
Ｉ
は
一
二
年
の
一
六
・
五
倍
で
あ
る
。
一
七
年

の
Ｋ
Ｉ
（
七
〇
八
〇
億
ク
ロ
ー
ナ
）
は
、
国
民
の
金
融
資

産
（
預
金
と
非
上
場
株
式
を
除
く
）
の
三
三
％
を
占
め

る
。
ち
な
み
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
財
務
省
は
長
期
的
な
見
込

み
と
し
て
、
国
民
の
株
式
と
投
資
信
託
の
半
分
が
Ｉ
Ｓ
Ｋ

扱
い
と
な
る
と
予
想
し
て
い
た⑸

。

　

表
１
か
ら
一
七
年
の
Ｉ
Ｓ
Ｋ
設
定
者
一
人
当
り
Ｋ
Ｉ
を

計
算
す
る
と
、
約
三
二
・
七
万
ク
ロ
ー
ナ
（
＝
四
五
八
万

円
、
一
ク
ロ
ー
ナ
＝
一
四
円
と
想
定
）
で
あ
る
。
ま
た
、

み
な
し
収
益
率
の
変
動
が
大
き
い
が
、
そ
の
要
因
は
国
債

利
回
り
の
変
化
で
あ
る
。
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
は
一
七
年

ま
で
〇
・
七
五
％
と
一
定
で
あ
っ
た
。
み
な
し
所
得
も
基

本
的
に
増
大
傾
向
に
あ
る
が
、
一
五
年
は
前
年
に
比
べ
減

少
し
た
。
み
な
し
収
益
率
の
低
下
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
一

七
年
の
一
人
あ
た
り
の
み
な
し
所
得
は
四
〇
九
一
ク
ロ
ー

ナ
（
＝
約
五
・
七
万
円
）
で
あ
る
。
税
収
は
、
単
純
に
み

な
し
所
得
に
三
〇
％
を
掛
け
て
算
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
資
産
全
体
の
構
成
に
関
し
て
公
式
の
デ
ー
タ

は
な
い
が
、
株
式
と
投
資
信
託
が
そ
の
中
心
と
推
測
さ
れ

る
。
こ
の
う
ち
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
投
資
信
託
の
構
成
は
二
〇

一
四
年
か
ら
、
間
接
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
表
２
が

そ
れ
を
示
す
。
各
年
と
も
株
式
と
債
券
（
利
子
タ
イ
プ
）

の
バ
ラ
ン
ス
型
フ
ァ
ン
ド
が
全
体
の
投
資
信
託
の
約
五

〇
％
を
占
め
、
株
式
型
が
そ
れ
に
次
ぐ
。

　

さ
ら
に
表
３
は
投
資
信
託
の
純
貯
蓄
、
す
な
わ
ち
Ｉ
Ｓ

Ｋ
へ
の
流
入
か
ら
退
出
を
差
し
引
い
た
額
に
つ
い
て
二
〇

一
四
年
か
ら
一
七
年
ま
で
の
総
額
を
示
す
。
こ
の
表
で
は

Ｉ
Ｓ
Ｋ
だ
け
で
な
く
、
実
現
方
式
課
税
を
行
う
従
来
口

座
、
す
な
わ
ち
銀
行
口
座
と
証
券
口
座
で
の
数
字
も
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
お
け
る
信
託
の
純

貯
蓄
総
額
は
プ
ラ
ス
の
一
七
三
〇
億
ク
ロ
ー
ナ
で
あ
る

が
、
従
来
口
座
は
マ
イ
ナ
ス
八
一
〇
億
ク
ロ
ー
ナ
と
な
っ
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て
い
る
。
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
従
来
口
座
か
ら
Ｉ
Ｓ

Ｋ
へ
の
移
動
が
推
測
さ
れ
る
。

五
、
結
び

－

コ
メ
ン
ト

　

Ｉ
Ｓ
Ｋ
導
入
政
策
に
つ
い
て
、
租
税
論
の
立
場
か
ら
若

干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
結
び
に
代
え
た
い
。
検
討
す
べ

き
最
大
の
課
題
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
と
従
来
口
座
が
併
存
し
、
同

一
金
融
商
品
に
対
し
、
異
な
る
課
税
方
式
が
適
用
さ
れ
て

い
る
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
両
口
座
に
お
け
る
課
税

方
式
の
差
異
を
確
認
し
よ
う
。
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
は
金
融

資
産
と
し
て
株
式
と
投
資
信
託
を
念
頭
に
お
く
。
表
４
が

そ
の
概
略
を
示
す
。

⑴
従
来
口
座
の
株
式
は
、
株
式
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
か

ら
株
式
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
を
引
い
た
純
ゲ
イ
ン
と
配
当

に
三
〇
％
の
税
率
が
課
さ
れ
る
。
そ
し
て
仮
に
純
ゲ
イ
ン

が
マ
イ
ナ
ス
、
す
な
わ
ち
、
ロ
ス
が
ゲ
イ
ン
を
上
回
る
場

表２　ISKの投資信託（10億クローナ）

タイプ・年 2014 2015 2016 2017
株式 45 66 83 113

株式・債券 66 107 127 150
長期債券 21 25 30 35
短期債券 3 3 2 5
その他 1 3 2 5
合計 137 203 245 306

〔出所〕　Finansdepartmentet［2018］, p.18, Tabell 2より。
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合
、
純
ロ
ス
（
＝
ロ
ス

－

ゲ
イ
ン
）
が
一
〇
万
ク
ロ
ー
ナ

ま
で
は
、
そ
れ
に
三
〇
％
を
乗
じ
た
分
税
額
控
除
さ
れ

る
。
純
ロ
ス
が
一
〇
万
ク
ロ
ー
ナ
を
超
え
た
場
合
、
超
え

た
部
分
に
つ
い
て
は
二
一
％
を
乗
じ
た
額
だ
け
税
額
控
除

さ
れ
る
。

　

次
に
投
資
信
託
に
つ
い
て
は
、
配
当
・
利
子
・
キ
ャ
ピ

タ
ル
純
ゲ
イ
ン
（
＝
ゲ
イ
ン

－

ロ
ス
）
が
課
税
さ
れ
、
加

え
て
、
信
託
の
み
な
し
所
得
課
税
も
課
さ
れ
る
。
課
税
年

に
流
入
し
た
フ
ァ
ン
ド
の
市
場
価
値
の
〇
・
四
％
が
み
な

し
所
得
で
あ
り
、
そ
れ
に
三
〇
％
の
税
率
が
課
さ
れ
る
。

な
お
、
既
存
口
座
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
み
な
し
収
益
率
が

〇
・
四
％
と
い
う
固
定
型
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
株
式
な
ど
の
純
ロ
ス
が
あ
り
、
他
に
配
当
や

利
子
所
得
が
存
在
す
る
場
合
、
配
当
と
利
子
の
合
計
額
か

ら
株
式
な
ど
の
純
ロ
ス
の
七
〇
％
を
差
し
引
い
た
金
額
に

三
〇
％
の
税
率
が
課
さ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
従
来
口
座
の
金
融
資
産
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ

表３　投資信託の純貯蓄　2014-2017　10億クローナ

株式 株式・債券 長期債券 短期債券 その他 合計
ISK 57 93 21 -3 5 173

従来口座 -53 9 -8 -28 -2 -81
〔出所〕　Finansdepartmentet［2018］, p.19, Tabell 3とTabell 4より。
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ン
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ロ
ス
と
で
、
さ
ら
に
純
ロ
ス
と
配
当
・

利
子
所
得
と
で
損
益
通
算
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
国
家

が
リ
ス
キ
ー
な
金
融
資
産
の
収
益
に
課
税
す
る
一
方
、
ロ

ス
は
控
除
す
る
と
い
う
意
味
で
、
リ
ス
キ
ー
な
金
融
資
産

貯
蓄
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
保
有
金
融
資
産
に
つ
い
て

は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
や
ロ
ス
の
有
無
に
関
係
な
く
保

有
金
融
資
産
残
高
に
対
し
て
課
税
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
み

な
し
収
益
率
×
〇
・
三
を
「
税
率
」
と
す
る
金
融
資
産
税

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
金
融
資
産
自
体
に
は

税
制
上
ロ
ス
の
概
念
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の

み
な
し
所
得
は
、
上
記
の
従
来
口
座
で
純
ロ
ス
が
存
在
す

る
場
合
に
は
、
他
の
配
当
や
利
子
と
と
も
に
、
純
ロ
ス
と

損
益
通
算
さ
れ
る
。
以
上
か
ら
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
お
い
て
は
、

リ
ス
キ
ー
な
金
融
資
産
貯
蓄
に
対
す
る
国
家
の
パ
ー
ト

ナ
ー
の
役
割
は
後
退
し
て
い
る
。

　

他
方
で
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
は
金
融
資
産
の
価
格
が
傾
向
的
に

表４　課税方式の比較

配当・利子 キャピタル
ゲイン・ロス

みなし所得
（信託）

みなし所得
（ISK）

従来口座
株式 課税 課税 × ×
投資信託 課税 課税 課税 ×

ISK
株式 × × × 課税
投資信託 × × × 課税

〔出所〕　Finansdepartmentet［2018］, p.21, Tabell 5より。
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増
大
す
る
場
合
、
一
定
の
発
生
ゲ
イ
ン
を
着
実
に
課
税
で

き
る
。
さ
ら
に
金
融
資
産
保
有
に
関
し
て
格
差
が
問
題
と

な
る
ケ
ー
ス
に
は
、
金
融
資
産
税
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｋ
は
格
差

是
正
に
も
貢
献
で
き
よ
う⑹

。

⑵
Ｉ
Ｓ
Ｋ
が
株
式
貯
蓄
課
税
制
度
の
一
部
を
簡
素
化
し
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
課
税
に
は
、
基
本

的
に
は
同
口
座
で
の
金
融
資
産
保
有
額
が
捕
捉
さ
れ
れ
ば

よ
い
。
従
来
口
座
の
株
式
の
よ
う
に
、
企
業
の
財
務
政
策

に
よ
っ
て
た
び
た
び
変
化
す
る
、
株
式
の
平
均
費
用
の
捕

捉
と
記
録
保
持
は
不
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
で
投
資
家
や

課
税
当
局
の
納
税
・
徴
税
コ
ス
ト
を
軽
減
し
、
特
に
、
株

式
保
有
に
慣
れ
な
い
投
資
家
に
と
っ
て
そ
の
利
便
性
を
高

め
、
こ
れ
ら
を
通
じ
て
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
株
式
貯
蓄
増
大
を
も

た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
二
元
的
所
得
税
に
お
け
る
金
融
資
産
所
得
税

制
全
体
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
税
制
の
複
雑
化
を
招
い

た
。
従
来
の
金
融
資
産
所
得
税
制
は
、
投
資
信
託
を
除
け

ば
、
利
子
で
あ
れ
配
当
で
あ
れ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
で
あ

れ
、
市
場
で
実
現
し
た
収
益
の
み
に
三
〇
％
の
均
一
税
率

を
課
し
て
い
た
。
つ
ま
り
実
現
方
式
の
均
一
税
率
の
所
得

税
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
導
入
に
よ
り
、
同
一

金
融
資
産
に
つ
い
て
、
実
現
方
式
の
資
産
所
得
税
（
フ

ロ
ー
税
）
と
金
融
資
産
税
（
ス
ト
ッ
ク
税
）
が
混
合
す
る

税
制
と
な
っ
た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
は
オ
ラ
ン

ダ
の
ボ
ッ
ク
ス
タ
ッ
ク
ス
三
を
思
わ
せ
る
。
だ
が
、
同
税

制
で
は
大
口
持
ち
分
株
式
か
ら
の
資
産
所
得
以
外
の
資
産

所
得
は
ボ
ッ
ク
ス
三
と
し
て
金
融
資
産
税
と
し
て
一
括
さ

れ
て
い
る⑺

。

⑶
で
は
、
な
ぜ
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
設
定
者
数
や
そ
こ
で
の
Ｋ
Ｉ
が

激
増
し
た
の
か
？
そ
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
こ
の
よ
う
な
拡
大

が
も
た
ら
す
租
税
政
策
上
の
意
義
や
問
題
点
は
何
か
？
以

上
に
つ
い
て
、
本
格
的
に
論
じ
た
研
究
は
い
ま
の
と
こ
ろ

見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
投
資
家
に
と
っ

て
、
簡
素
化
以
外
の
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
相
対
的
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
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て
推
測
を
述
べ
、
あ
わ
せ
て
研
究
上
の
課
題
を
指
摘
し
た

い
。

　

第
一
は
、
他
の
条
件
に
つ
い
て
等
し
け
れ
ば
、
配
当
な

ど
の
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
の
取
得
を
志
向
し
、
か
つ
金
融
資

産
の
保
有
高
が
少
な
い
投
資
家
に
と
っ
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
は
魅

力
的
で
あ
ろ
う
。
配
当
な
ど
の
三
〇
％
課
税
を
免
れ
つ

つ
、
少
額
の
保
有
資
産
高
に
対
し
て
の
み
課
税
が
な
さ
れ

る
だ
け
で
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
点
は
、
多
額
の

金
融
資
産
保
有
者
に
と
っ
て
も
、
そ
の
一
部
を
限
定
的
に

Ｉ
Ｓ
Ｋ
へ
振
り
向
け
る
誘
因
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
な

お
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
か
ら
既
存
口
座
へ
の
資
産
移
動
は
売
却
と
は

見
な
さ
れ
な
い
。

　

既
述
の
よ
う
に
、
表
１
か
ら
、
一
七
年
の
一
人
当
り
Ｋ

Ｉ
は
約
四
五
八
万
円
で
あ
っ
た
。
一
二
年
か
ら
一
七
年
に

つ
い
て
、
一
人
当
り
Ｋ
Ｉ
の
最
低
値
は
一
二
年
の
二
八
七

万
円
、
最
高
値
は
一
四
年
の
四
六
五
万
円
で
あ
る
。
た

だ
、
以
上
は
あ
く
ま
で
平
均
値
で
あ
る
。
Ｉ
Ｓ
Ｋ
に
お
け

る
資
産
分
布
、
更
に
は
、
既
存
口
座
分
を
含
め
た
資
産
保

有
分
布
に
つ
い
て
詳
細
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

第
二
は
、Basran,S. and D

.W
aldenstrőm

［2018

］

が
主
張
す
る
よ
う
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
低
い
実
効
税
率
が
、
Ｉ

Ｓ
Ｋ
拡
大
の
原
因
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
に
よ
れ

ば
、
大
ま
か
な
計
算
で
の
Ｉ
Ｓ
Ｋ
で
の
平
均
実
効
税
率
は

一
〇
％
で
あ
り
、
従
来
口
座
の
利
子
や
配
当
の
三
〇
％
課

税
よ
り
格
段
に
低
い
と
言
う
。
実
効
税
率
と
は
、
課
税
前

の
投
資
収
益
に
対
す
る
支
払
い
税
（
＝
法
定
税
率
×
課
税

ベ
ー
ス
）
の
割
合
を
表
す
。
ま
た
、
平
均
実
効
税
率
と
は

実
効
税
率
の
推
計
に
際
し
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
全
体
の
平
均
的
な

資
産
構
成
を
想
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
残
念
な
が

ら
、
彼
ら
の
論
文
で
は
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
実
効
税
率
の
算
出
方
法

は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
し
、
従
来
口
座
の
実
効
税
率
も
算

出
さ
れ
て
い
な
い
。

　

他
方
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
財
務
省
に
よ
る
予
想
に
よ
れ

ば
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
平
均
実
効
税
率
は
二
二
・
二
％
で
、
従
来
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口
座
の
そ
れ
は
二
八
％
で
あ
る
と
い
う⑻

。
約
六
％
の
格
差

で
あ
る
。
財
務
省
は
こ
の
予
想
実
効
税
率
格
差
に
よ
り
⑴

で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
の
株
式
と
投
資
信
託
の
半
分
が

Ｉ
Ｓ
Ｋ
扱
い
と
な
る
と
予
想
し
た
。
な
お
、
こ
の
算
出
で

は
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
と
従
来
口
座
と
も
そ
の
平
均
資
産
構
成
比

を
、
株
式
四
七
・
五
％
、
投
資
信
託
四
七
・
五
％
、
通
貨

五
％
と
し
、
さ
ら
に
リ
ス
ク
レ
プ
ミ
ア
ム
を
三
・
三
％
と

想
定
し
て
い
る
。
リ
ス
ク
プ
レ
ミ
ア
ム
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

と
ア
メ
リ
カ
を
含
む
一
七
カ
国
の
一
九
〇
〇

－

二
〇
〇
九

年
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
四

－
五
％
と
い
う
値
を
、
下

方
に
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
安
全
資
産
の
収
益
率
は
、

一
二
年
か
ら
一
四
年
の
長
期
国
債
の
平
均
予
想
利
回
り
と

し
、
そ
の
値
を
四
・
九
％
と
想
定
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇

年
時
点
で
の
実
効
税
率
算
出
で
あ
る
の
で
、
安
全
資
産
利

回
り
も
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
資
産
構
成
も
予
想
値
で
あ
る
。

　

し
か
し
、Riksrevisionen

［2018

］
が
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
の
方
が
常
に
、
課
税
上
有
利
と
は
限
ら

な
い⑼

。
損
失
に
対
す
る
措
置
、
実
現
主
義
課
税
に
よ
る
納

税
延
期
の
節
税
益
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
株
式
の
長
期
保

有
者
、
安
全
資
産
貯
蓄
の
多
額
な
投
資
家
に
と
っ
て
は
従

来
口
座
の
方
が
、
実
効
税
率
は
低
く
な
り
得
る
。

　

さ
ら
に
、
筆
者
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｋ
と
既
存
口
座
で
の
税
制
の

差
異
を
利
用
し
て
の
、
投
資
家
の
租
税
回
避
な
い
し
は
節

税
行
動
の
活
発
化
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
資
産
選
択
の
中

立
性
阻
害
を
危
惧
す
る
。
も
と
も
と
二
元
的
所
得
税
に
お

け
る
均
一
税
率
の
資
産
所
得
税
制
導
入
の
大
き
な
目
的
の

一
つ
は
、
導
入
以
前
の
旧
資
産
所
得
税
制
内
の
税
制
差
異

－

た
と
え
ば
保
有
期
間
の
長
短
に
よ
る
税
率
の
差
異
な
ど

－

が
引
き
起
こ
す
弊
害
を
、
可
能
な
限
り
減
ら
す
こ
と
に

あ
っ
た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
税
の
あ
り
方

を
再
考
し
つ
つ
、
投
資
家
に
よ
る
口
座
選
択
行
動
の
実
態

把
握
が
求
め
ら
れ
る
。
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⑴　

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
売
却
価
格
の
二
〇
％
が
購
入
費
用
と
み
な
さ
れ

る
。

⑵　

w
w

w
.skatteverket.se

に
よ
る
。

⑶　

Riksrevisionen

［2018

］, p.26

よ
り
。

⑷　

Finansdepartm
entet

［2010

］, p.40

よ
り
。

⑸　

Finansdepartm
entet

［2010

］, p.128

よ
り
。

⑹　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
資
産
分
布
と
く
に
金
融
資
産
分
布
の
超
上
位

層
へ
の
集
中
度
が
高
い
国
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
馬
場
［
二
〇
一
〇
］

を
参
照
。

⑺　

オ
ラ
ン
ダ
の
ボ
ッ
ク
ス
タ
ッ
ク
ス
三
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
た
と

え
ば
佐
藤
［
二
〇
一
九
］
を
参
照
。

⑻　

Finansdepartm
entet

［2010

］, pp.125-128
よ
り
。

⑼　

Riksrevisionen

［2018

］, p.7

よ
り
。
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